
※本内容は令和８年１月２６日時点での令和７年度分の計画です。 （単位：千円）
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国のR6補正予算
分

（交付限度額
①）

（推奨事業メ
ニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）
（令和６年度低所
得世帯支援枠等

分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）
（令和６年度低所
得世帯支援枠等

分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）
（給付支援サービ

ス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）
（推奨事業メ
ニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）
（推奨事業メ
ニュー分）

 607,465  587,066  7,860  75,175  4,490  -  22,666  476,875 20,399

1 R6_補正 低所得

令和６年度低
所得世帯支援
及び不足額給
付分の一体支
援事業【R7重
点交付金】

79,665 79,665 - 75,175 4,490 - - - -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　3,657世帯×30千円、子ども加
算　250人×20千円、、定額減税を補足する給付（うち不足額給付）の
対象者　4,354人　(86,570千円）　　のうちR7計画分
事務費　4,490千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（3,657世帯）、定額減税を補足する
給付（うち不足額給付）の対象者数（4,354人）

R7.1 R7.12

2 - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - - -

5 R7_補正 推奨事業

ココシル上天
草QR商品券事
業【R7重点交
付金】

248,876 248,876 - - - - - 248,876 -

①スマートフォンアプリ「ココシル上天草」を活用し食料品価格等の物価
高騰の影響を受けている市民を対象として、食料品を含む買い物に使
用できる10,000円分のQRコード付き商品券を配布し経済的負担を軽減
するとともに、資金の域外流出を防ぎ持続可能な形での市内事業者の
売上げの下支えを行うもの。
②ココシル上天草QR商品券事業委託料
③ココシルQR商品券　230,000千円
　　（人口23,000人×10,000円）
　システム導入費　7,937千円
　運営事務費　3,200千円
　商品券郵送料　7,739千円
④市民

R8.3 R8.4以降

6 R6_補正 推奨事業
 学校給食費補
助金【重点交付
金】

7,860 7,860 7,860 - - - - - -

 ①物価高騰の影響による学校給食用食材等の値上げが進んでいるこ
とから、学校給食費の値上げが計画される等、子育て世代の家計に影
響を与えているため、当該食材等の高騰に係る学校給食費の一部を補
助することで、保護者が負担する学校給食費の負担軽減を図るもの
（本補助金には教職員分は含まない。）
②学校給食費の一部
③500円/月（物価上昇見込）×1,429人（児童生徒数）×11月＝
7,859,500円
　≒7,860千円
④市内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

R7.4 R8.3

7
R7_予備
費

推奨事業

 LPガス価格高
騰対策支援事
業補助金【R7重
点交付金】

14,895 7,448 - - - - 7,448 - 7,447

①エネルギー価格の高騰が続く中、国による直接的な支援が行われて
いないＬＰガス使用世帯（事業者を除く。）の負担を軽減するため、熊本
県の物価高騰対応生活者支援交付金を活用し、熊本県ＬＰガス協会を
通じて市内のＬＰガス使用世帯へ給付金を支給するもの
②ＬＰガス価格高騰対策支援事業補助金
③給付金（6,476世帯×2,000円）＋事務費（1,943千円）
　※うち1/2（7,447千円）を県が負担、うち1/2（7,448千円）に交付金充当
　※対象世帯数は県ＬＰガス協会調べ（R5年度）。
　　 給付単価は過去5年間のLPガス平均消費量×価格上昇額×3か月
分により算出。
　※事務費については、県内事業実施市町村で、支援世帯数で案分し
負担。
　※熊本県物価高騰対応生活者支援交付金充当額　7,447千円
④上天草市内LPガス使用世帯（6,476世帯）

R7.9 R8.3

8
R7_予備
費

推奨事業

 子育て世帯就
学・進学応援給
付金【R7重点交
付金】

15,218 15,218 - - - - 15,218 - -

①物価高が続く中、子どもの成長に伴って経済的負担が特に増加する
小中学校入学（就学・進学）時の支援として、令和8年度に小学校又は
中学校に入学予定の児童を養育する子育て世帯へ給付金を支給する
もの。
②子育て世帯就学・進学応援給付金
③小中学校の入学準備（ランドセル、制服、体操服等の購入）で一般的
に必要とされる費用（100千円）の1/2に相当する額50千円を定額支給
　給付金：50千円×令和8年度小学1年生（見込）124人＝6,200千円
　　　　　　50千円×令和8年度中学1年生（見込）177人＝8,850千円
　事務費：郵便料　101千円
　　　　　　　33千円（申請）
　　　　　　　34千円（支給対象者通知）
　　　　　　　34千円（支給決定通知）
　　　　　　振込手数料200円×301人×1.1≒67千円
④令和8年度に小学校又は中学校に入学予定の児童を養育する上天
草市内に住所を有する保護者等（生活保護受給世帯を除く）

R7.9 R8.3

9 R7_補正 推奨事業

 天草エアライン
運航維持確保
応援金【R7重点
交付金】

1,373 1,373 - - - - - 1,373 -

①物価高騰等の影響を受け、利用者離れにより旅客需要が低迷し経
営状況が逼迫している天草エアライン(株)に対して、資金不足・累積赤
字増大の状況に陥ることを防ぎ、天草地域のライフラインの一つである
空の交通を維持・確保するため、熊本県・上天草市・天草市・苓北町に
より支援を行うもの。
②天草エアライン運航維持確保応援金
③総事業費39,254千円を熊本県（1/2）、地元市町（残りの１/２を地元市
町で協議した割合：上天草市5.15％）で負担
　53,333千円×１/２×5.15％＝1,373,325円≒1,373千円
④天草エアライン(株)

R8.3 R8.4以降

10 R7_補正 推奨事業

観光宿泊クー
ポン支援事業
【R7重点交付
金】

34,568 34,568 - - - - - 34,568 -

①物価高騰の影響を受け、大幅な売上減少により経営状況が逼迫して
いる市内観光事業者に対して、宿泊者が市内観光施設等内でクーポン
券を使用することにより本市での宿泊者数の増加を図り、市内観光事
業者の売上の下支えを行うもの。
②観光宿泊クーポン支援事業業務委託料
③宿泊者向けクーポン券　3,000円×10,000人＝30,000千円
　事務手数料　220円×10,000人＝2,200千円
　印刷費（ポスター、クーポン券）　368千円
　広告費（熊本、福岡）　2,000千円
④上天草市内観光事業者

R8.3 R8.4以降

11 R7_補正 推奨事業

 ＬＰガス価格高
騰対策支援事
業補助金【R7重
点交付金】

25,904 12,952 - - - - - 12,952 12,952

①エネルギー価格の高騰が続く中、国による直接的な支援が行われて
いないＬＰガス使用世帯（事業者を除く。）の負担を軽減するため、熊本
県の物価高騰対応生活者支援交付金を活用し、熊本県ＬＰガス協会を
通じて市内のＬＰガス使用世帯へ給付金を支給するもの。なお、本事業
は個人を対象とした給付金であり、給付対象はLPガス使用世帯に限ら
れているため合理的な範囲である。
②ＬＰガス価格高騰対策支援事業補助金
③給付金（6,476世帯×3,000円）＋事務費（6,476,000円）
　※対象世帯数は熊本県ＬＰガス協会調べ（R5年度）。
　　 給付単価は価格上昇額（標準世帯）1,000円×3か月分により算出。
　※事務費は熊本県提示額　1世帯あたり1,000円×6,476世帯。
　※熊本県物価高騰対応生活者支援交付金充当額　12,952千円
④上天草市内LPガス使用世帯（6,476世帯）

R8.3 R8.4以降

交付対象経
費

（千円）

その他（一般
財源や補助対
象外経費等）
（千円）

★★令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画
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12 R7_補正 推奨事業

 農業用物価高
騰対策緊急支
援事業補助金
【R7重点交付
金】

35,250 35,250 - - - - - 35,250 -

①農業生産に係る資材価格高騰が続き、農畜産物の販売額には容易
に転嫁できずに農業経営を圧迫していることから、農業者の負担軽減
及び農業生産の継続のため、農業生産に係る肥料等の経費について、
支援を行うもの。
②農業用物価高騰対策緊急支援事業補助金
③令和8年確定申告等の肥料費・飼料費・諸材料費・動力光熱水費の
合計額の10％（畜産農家の上限500千円、その他の農業者等の上限
400千円）を補助する。
（積算根拠）
　500千円×12経営体（畜産）＝6,000千円
　400千円×33経営体＝13,200千円
　350千円×8経営体＝2,800千円
　300千円×27経営体＝8,100千円
　150千円×30経営体＝4,500千円
  50千円×13経営体＝650千円
④市内農業者及び市内に本社を置き農業経営を行う法人で、 令和7年
に100万円以上の農畜産物の販売収入があり、確定申告又は市県民
税申告をした者で、令和8年も同様の農業経営を行い、今後も農業生産
を継続する者

R8.3 R8.4以降

13 R7_補正 推奨事業

 漁業経営セー
フティネット構
築事業補助金
（燃油）【R7重点
交付金】

4,059 4,059 - - - - - 4,059 -

 ①燃油価格の高騰が続く中、国が推進する漁業経営セーフティネット
構築事業への加入を促進し、漁業者の負担軽減及び経営安定を図る
ことを目的として、漁業者が負担する積立金を補助するもの。
②漁業経営セーフティネット構築事業補助金（燃油）
③27,054,486円（積立金額）×1/2（補助率）×3/4四半期×過去執行率
40％＝4,058,173円≒4,059千円
④漁業経営セーフティネット（燃油）に加入する市内漁業者

R8.3 R8.4以降

14 R7_補正 推奨事業

漁業用物価高
騰対策緊急支
援事業補助金
【R7重点交付
金】

3,053 3,053 - - - - - 3,053 -

①漁業に係る石油製品資材価格の高騰が続き、加えて魚価の低迷が
経営を圧迫していることから、漁業経営の安定化のため、漁業者が出
荷する際に使用する魚箱やパーチについて、支援を行うもの。
②漁業用物価高騰対策緊急支援事業補助金
③漁箱　30円/個（値上がり分）×90,012個（前年度購入実績）＝
2,700,360円≒2,701千円
　パーチ　10％（値上がり分）×520,282円（前年度購入実績）＝52,028
円≒52千円
　事業推進費　100千円×3漁業組合＝300千円
④市内漁業者

R8.3 R8.4以降

15 R7_補正 推奨事業

漁業経営セー
フティネット構
築事業補助金
（飼料）【R7重点
交付金】

70,333 70,333 - - - - - 70,333 -

①燃油価格の高騰が続く中、国が推進する漁業経営セーフティネット構
築事業への加入を促進し、漁業者の負担軽減及び経営安定を図ること
を目的として、漁業者が負担する積立金を補助するもの。
②漁業経営セーフティネット構築事業補助金（飼料）
③260,491,813円（積立金額）×3/10（補助率）×過去執行率90％＝
70,332,790円≒70,333千円
④漁業経営セーフティネット（飼料）に加入する市内漁業者

R8.3 R8.4以降

16 R7_補正 推奨事業

住宅用省エネ
家電買換え促
進補助金【R7重
点交付金】

66,411 66,411 - - - - - 66,411 -

①エネルギー価格の高騰により影響を受けている家庭への費用負担
軽減のため、省エネ性能に優れた家電製品への買い換えを促進し支援
することで、一般家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するととも
に、地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量削減につな
げる。なお、本事業は個人を対象とした補助金であり、特に低所得世
帯、子育て世帯及び8月豪雨被災者の生活コストが急激に増加する
中、初期費用が高い省エネ家電への買換を迅速に支援するため緊急
的に実施する必要がある。
②補助金
③一般世帯向け（買換え）
　　上限50,000円×1,000世帯＝50,000千円
　被災世帯向け（新規購入）
　　上限70,000円×231世帯（罹災証明取得世帯770世帯の30%）＝
16,170千円
　広報費
　　2.8円×11,000枚×4ページ分×1.1＝135,520円
　チラシ作成費
　　8.66円×11,000枚×1.1＝104,786円
④市内在住で市内業者から省エネ家電を購入した世帯

R8.3 R8.4以降


